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犯罪加害者への責任帰属に関連する心理的要因の検討 
－傷害致死事件の場合－ 

 
 

小 俣 謙 二 
 
序 

 

 一般市民が刑事裁判に関与する裁判員制度が2009年５月21日に施行され，８月３

日には 初の公判が開始された。これについては司法のみならずさまざまな分野で

賛否両論の意見が出されたが，心理学的には，個人の行為の責任を第三者が何に帰

属させるのか，という原因（因果）帰属ないしは責任帰属の問題とみなすことがで

きる。 
 司法判断とくに量刑判断などを責任性判断と同一に扱うことは適切ではないこと

は言うまでもないが，それらの判断の基礎には責任性の判断があることは異論のな

いところであろう。もし，責任判断が純粋に論理的に行われるのであればおそらく

そこに心理学的視点を敢えて加える必要はないと思われる。しかし，ヒトの判断，

認知が様々な要因によって歪められることは心理学的研究の示すところである。他

者の行為の因果帰属もこのような心理から自由ではないといえる。たとえば，第三

者は当該の現象の原因（責任）を帰属するにあたり，まず第三者の人格，態度など

の内的要因に帰属させ，その後，状況要因への帰属が検討されるという考えもある

（対応バイアス，森, 2009）。あるいは第三者の特性が帰属過程に歪みをもたらすと

もいわれている（Shaver, 1975）。なかでも，Festinger(1971)の認知的不協和理論

やストレス研究が示すように，ヒトは認知的構造の安定性を求め，その構造が不安

定になると不快やストレスを感じ，それを解消しようとして認知を歪めることはよ

く知られている。裁判での裁判員の判断もまた，それが責任帰属の一つであるとい

う意味では，こうした心理的メカニズムと無関係ではない。したがって，責任帰属

がどのような要因によって影響を受けるかを明らかにすることは，帰属理論の発展

という理論的意味のほかに裁判員制度で生じる可能性のある評価の歪みの理解と防

止という実際的意味がある。 
とはいえ，先にも述べたように，心理学でいう責任と法律的な責任も必ずしも対

応しない（この部分の議論については石村ほか, 1986; 諸井, 1987; 外山, 2005に詳



駿河台大学論叢 第40号(2010) 

― 162 ― 

しい）。法律的意味での責任には「行為の意図性」あるいは「統制可能性」などの基

準が設けられるが，心理的責任の場合にはそれよりも広い可能性がある。しかし，

責任は単純な因果性の知覚とも異なる。Shaver(1975)は責任と因果性との違いを，

前者は情緒的な側面の影響を受けるが後者は受けないとし，帰属理論で言われる責

任は「因果関係の側面」に加えて，結果が肯定的に評価されるか否定的に評価され

るかという「情緒的側面」をも含んでいるという意味で，道義的責任に近いとも述

べている。同様の指摘は諸井(1987)も行っている。したがってここでは責任帰属を

「道義的に否定的な結果が生じた際にその原因を特定の個人（または集団）に帰属

させること」として用いる。このように責任帰属を定義すると，上記の行動の意図

性やコントロール可能性などは責任判断の決定因あるいは構成要素と捉えることが

できよう。類似の指摘はWeiner(2001)によっても指摘されている。また，結果の予

見可能性foreseeabilityや強制coerceの有無(Shaver, 1985)などもまた責任判断の決

定因と捉える事ができる。 
 このような，ある事件の責任を特定個人に帰属させる判断過程に影響を及ぼす要

因のうち，上に述べた行動の意図性，コントロール可能性，結果の予見可能性や強

制などは，事件の発生状況に含まれるという意味では状況要因といえる。一方，評

価する側の要因，たとえば性別，価値観，社会経済的地位などは評価者要因として

状況要因からは区別できよう。とはいえ，状況要因も評価者が認知したものである

という意味では主体の側に属するものということもできる(Shaver, 1985)。あるい

は上記の状況要因のうち加害者（被害者）に関する要因を別のカテゴリーに入れ，

状況要因，加害者要因，被害者要因，加害者－被害者関係要因，評定者要因といっ

た区別も可能かもしれない。それらのうち，研究初期から議論されてきたのが，防

衛的帰属の議論から発展した状況的関連性situational relevanceと個人的関連性

personal relevanceである。 
 防衛的帰属はWalster(1966)による自動車事故の責任帰属研究から発展した評定

者の心理的メカニズムである。彼女は被害が大きくなるにしたがって加害者（この

実験では被害者でもある）に大きな責任の帰属がなされることを見出し，この帰属

を，評定者は被害が大きい事故が自分にも起きると考えることを回避しようとし，

そういった稀なことが生じるのは加害者（被害者）に問題があるためであると考え，

当事者に厳しい基準を適用するためである，と解釈した。その後，Shaver(1970)は，

必ずしもWalsterの結果が確認できるものではないことを示し，帰属は加害者と評

定者の関連性（類似性）によるとし，その関連性として状況的関連性（類似性）と
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個人的関連性（類似性）の概念を提案した。彼によれば，状況的関連性がない場合

には評定者は合理的な判断をおこなうが，状況的関連性がある場合には防衛的帰属

でも個人的関連性のあり方によって判断が異なってくるとされる  (Shaver, 
1985,p135)。すなわち，状況的関連性があるが個人的関連性がない場合には，評定

者は「自分は事件・事故の当事者（加害者または被害者）とは違う行動をする」と

考え，「当事者に大きな責任を帰属させる」。一方，状況的関連性があり，個人的関

連性もある場合には，評定者は自分も事件・事故に出会う可能性を除去できないと

考えるため，当事者への非難を小さくする。すなわち事件・事故に巻き込まれた時

の自分にも想定される非難を小さくするために，当事者への責任帰属は小さくなる，

と解釈した(Shaver, 1970; 1985)。前者は危険回避harm avoidance，後者は非難回

避blame avoidanceの心理ともいわれ，区別される(Shaver, 1970; 諸井, 1987; 
Johnson and Workman, 1992)。 
一方，Chaikin and Darley (1973)は，ミスを起こしたスーパーバイザーの役割を

後に自分も行うことになっている（高状況関連性）被験者はスーパーバイザー（加

害者）にミスの責任を帰することはしないが，後で作業者（被害者）の立場になる

被験者はスーパーバイザーに責任を帰することを示した。彼らはこれを，評定者は，

将来自分が立つことになる立場に該当する当事者の責任を小さく評価する非難回避

の心理によるものと解釈した。これを被害者への責任帰属に当てはめると，予測は，

被害者との状況的関連性が高い評定者は被害者に責任を帰する傾向が弱まるとなり，

Walsterの予測とは逆になる。また，社会は公正の原理で成立しているため，重大

な被害に遭った被害者にはそれを受けるに値する何らかの落ち度，欠点があるので

あって，重大事故や事件の被害者に責任を認めることを予測するLerner(1965)の正

当世界信念belief in a just worldとも対立することとなる。 
もちろん，加害者への責任帰属と被害者への責任帰属では異なる心理的メカニズ

ムが働くことは十分予測できるが，犯罪の加害者への責任帰属の分野では，性犯罪

の研究で，男性評定者の場合，自分が加害者になる確率を高く評価すると加害者へ

の責任帰属が小さくなるが，個人的関連性は加害者への責任帰属とは関係がないな

ど(Workman and Freeburg, 1999)，Chaikin and Darley (1973)の解釈に一致する

報告がある。翻って我が国のこの種の研究をみると，事故の責任を扱った研究はあ

るものの（たとえば諸井 , 1987参照），犯罪分野での責任帰属研究はまだほとんどな

い。しかし欧米社会のような個人主義的社会と日本のような伝統的性役割観，家族

主義的価値観の強い社会とでは加害者（被害者）への帰属の程度が異なるという性
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犯罪被害者への責任・非難帰属の研究結果を考えると(Willis, 1992; Sigal et al., 
2005; Yamawaki & Tschanz, 2005)，欧米の知見をわが国に単純に当てはめるのは

危険であろう。したがって，我が国独自の研究の必要性は明らかである。また，我

が国での知見と従来の欧米の知見との比較は責任帰属研究自体にも寄与するものと

考えられる。 
 以上の問題意識から本研究では傷害致死と解釈できる状況下での加害者への責任

帰属に評定者と加害者の状況的関連性と個人的関連性がどのように作用するかを検

討した。傷害致死の場面を設定した理由は次の理由による。まず，シナリオの内容

としては，被害が大きい場面であることが責任帰属の歪みを発生させるために必要

である。被害が も甚大な事件としては殺人事件が考えられるが，日本での殺人事

件の認知件数は非常に少ない。したがって，殺人事件では評定者の日常生活からか

け離れた場面となり，評定者自身が設定場面を現実的に受け止めにくくなる可能性

がある。これは望ましいシナリオの設定条件から離れるという問題が生じる

(Bieneck, 2009)。そのために，大学生の生活でも起こりえるような場面として，「は

ずみ」で相手を死に至らしめるような致死の条件を設定することとした。 
仮説としてはいくつかの対立する結果が立てられる。①Shaver(1970)によれば，

状況的関連性が高くなると，Walster(1966)が考えたように，自分（評定者）はそ

のような場面では異なる反応をすると考え，事件が起きたのは加害者の問題による

と考える傾向が強まり，責任を加害者に帰する傾向が強くなると予想される（危険

回避）。同時に，Shaver(1970; 1985)の解釈からは，これは個人的関連性が強い場

合には生じないとされる。したがって，状況的関連性が高く，個人的関連性も高い

場合には非難を回避するために加害者への責任帰属は小さくなるとも予測できる。

②一方，Chaikin and Darley(1973)によれば，将来自分が同じ状況に立つ可能性の

ある加害者への非難を小さくしたいという心理が働くために，個人的類似性とは関

係なく，加害者への責任帰属は小さくなると予測できる。本研究では以上の仮説を

検討した。 
なお，本研究では責任のほかに「落ち度」についても尋ねることとした。これは

二つの概念が異なり，落ち度のほうが意図的ではない行為にも当てはめられる（責

任の場合には「意図した行為」が問題となる）という意味で，より広い概念と考え

られたことによる(Shaver, 1985)。また，日本人の場合，責任の語よりも落ち度の

ほうが身近な概念と考えられたことによる(小俣, 2008;白岩，宮本,2009)。 
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方法 

 

【被験者】 
被験者は大学生を中心とした18歳から26歳の男女100名（男子51名，女子49名）であ

る。平均年齢は20.5歳（男子20.6歳，女子20.4歳）であった。 
【手続き】 
 実験者は大学生や知り合いに個別に「暴力行為と怒り」に関する調査への協力を

依頼した。その際に，調査への協力は強制ではないことを告げた。協力を承諾した

被験者は質問紙を手渡され，その場で回答した。実験者は回答後の質問紙を被験者

の面前で封筒に入れ，匿名性を確保することを伝えた。なお，協力の任意性，匿名

性の確保などは質問紙の表紙にも書かれており，被験者はそこで確認することもで

きた。 
 質問紙は大きく二部構成となっており， 初に本研究の目的に対応した下記の項

目があり，後半は「暴力と怒り」に関する項目となっていた。したがって，本研究

の目的とは関連しない暴力と怒りに関する項目の検討はここではおこなわない。  
事件のシナリオと加害者への責任帰属に関する項目として分析した項目は以下の

とおりである。 
（シナリオ） 

被験者に下記の暴力事件に関するシナリオを「次にあげてあるのは，ある事件に

関する記事です。この事件についてあなたのお考えをお聞きします。その事件をお

読みいただいたうえで続く質問にお答え下さい。」の教示とともに示した。 
「事件：Aは親元を離れて暮らす20歳の男子大学生である。 

彼はその日，友人のBと居酒屋で飲みながらBの相談にのることになっていた。B
は付きあっている女性とケンカし，彼女から「別れる！」と強くいわれていた。A
とBは近くの居酒屋で酒を飲みながら話していた。２時間ほど飲んでいる間，Bは彼

女とのことを愚痴り続け，Aもうんざりしてきた。そのうちに，Bの酔いが回り，ろ

れつもあやしくなってきたので二人は店を出たが，帰りの路上でもBは彼女とのこ

とをぐちり続けた。いい加減いやになったAはBを叱咤激励（しったげきれい）するつ

もりでBを「いいかげんにしろ！」と言って軽く殴ってしまった。Bはそれに激高し，

Aに殴りかかろうとしたので，さらにAはBを殴った。Bは路上に倒されたが，再度A
に殴りかかり，二人は結局殴りあうことになってしまった。気がつくとBが路上に

あおむけに倒れ，頭から血を流していた。Bは病院に搬送されたがその夜，死亡し
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た。Aは暴行傷害致死の疑いで検挙された。」 
（質問項目） 
①責任帰属：A（加害者）とB（被害者）それぞれへの責任の比率を，両者への帰属

の比率の合計が10となるように尋ねた。 
②落ち度：加害者の「落ち度」の程度を「落ち度があったという意見への同意の程

度」で尋ねた。同意の程度は５段階（１＝同意せず；５＝同意）で測定した。 
③個人的関連性（男性被験者のみに質問）：男性被験者には，個人的関連性を「自分

とAとの類似性」で尋ねた。類似度の判定は５段階（１＝全く似ていない；５＝よ

く似ている）で尋ねた。 
④状況的関連性（男性被験者のみに質問）：男性被験者には，状況的関連性を「Aに

起きたことが自分にも起きる可能性」で尋ねた。可能性の判定は４段階（１＝全く

ない；４＝非常に高い可能性がある）で尋ねた。 
 
結果 

 

（全体的傾向と性差） 
 まず，Aへの責任帰属，落ち度の評価について男女で差が見られるかを検討した。

Aの責任の比率は男子学生で平均6.7，女子学生で平均6.4と，有意差は認められな

かった。いずれもA（加害者）のほうが被害者であるBよりもやや大きな責任がある

という評価といえる。同様に，Aの落ち度についても，男女とも3.9で有意差はなく，

「落ち度があった」という意見に「どちらかといえば同意する」という評価であっ

た。 
 
表１ 相関によるAへの責任帰属，落ち度評価と個人的関連性，状況的関連性の関係の検討 

（男子学生） 

                     責任帰属  落ち度  個人的関連性  状況的関連性   

                          

 責任帰属               -        0.206      -0.014       -0.434**    

Aの落ち度                         -        0.138          -0.062     

 個人的関連性                                   -             0.253+    

 状況的関連性                                                   -       

+・・・p<010, **・・・p<0.01 
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（責任帰属，落ち度と関連性の分析） 
 責任帰属と加害者の落ち度の有無の評価と状況的関連性と個人的関連性の関係に

ついては，関連性の項目が男子被験者のみに尋ねている項目であるため，男子のみ

検討した。なお，表１が示すように，Aへの責任帰属と落ち度の評価の間には関連

性は認められなかった。また，状況的関連性と個人的関連性の間には正の相関が窺

えるものの有意な水準には至らなかった。 
 まず，状況的関連性，個人的関連性の得点により，高関連群，中関連群，低関連

群にそれぞれ群分けし，Aへの責任帰属の比率，Aの落ち度ありへの同意度を比較し

た。しかし２種類の関連性の得点はいずれもあまり高くなく，状況的関連性では「あ

る程度の高さで可能性がある」と「非常に高い可能性がある」とした男子学生は22％

に過ぎず，56％が「ゼロではないが可能性は低い」と回答していた。したがって，

「ある程度の高さで可能性がある～非常に高い可能性がある」と回答した被験者を

高状況的関連性群(N＝11)，「ゼロではないが可能性は低い」と回答した被験者を中

状況的関連性群(N＝28)，「全くない」とした被験者を低状況的関連性群(N＝11)と

して比較を行った。同様に，個人的関連性でも，「似ている」とした男子学生は少な

く，「どちらともいえない」を入れても35.3％の学生がそう回答したに過ぎなかった。

33.3％，31.4％の学生は「似ていない」「どちらかといえば似ていない」と回答した。

したがって，「どちらともいえない～似ている」と回答した被験者を高個人的関連性

群(N＝18)，「どちらかといえば似ていない」と回答した被験者を中個人的関連性群

(N＝16)，「全く似ていない」とした被験者を低個人的関連性群(N＝17)として比較

を行った。 
 図１に状況的関連性の高関連性群，中関連性群，低関連性群について，Aへの責

任帰属の比率（平均値）を示した。図から明らかなように，状況的関連性が高くな

るにつれAに責任を帰属させる傾向が弱くなった（高関連性群5.73，中関連性群6.75，

低関連性群8.36）。一要因の分散分析の結果はF＝4.051, df=2/47,p=0.024で有意で

あった。さらに多重比較(TurkeyのHSD検定)をおこなったところ，高関連性群と低

関連性群間で有意差が確認された(p＝0.019)。しかし，Aに落ち度があったとする

意見への同意では，高関連性群が3.73，中関連性群が4.18，低関連性群が3.55で，

有意差はなかった。 
 一方，個人的関連性の三群では，Aへの責任帰属の比率，Aの落ち度に関する評価

のいずれも群間で差は認められなかった。Aへの責任帰属の比率は高個人的関連性

群が6.67，中個人的関連性群が7.06，低個人的関連性群が6.94であった。Aの落ち
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度に関する評価はそれぞれ順に4.06，4.00，3.76であった。 
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図１ 状況的関連性とAに帰属される責任の比率 

 
 同様の結果はAへの責任帰属の比率，Aの落ち度の評価と状況的関連性，個人的関

連性の関係を相関で検討した場合も確認された（表１）。表１が示すように，A（加

害者）への責任帰属と有意に相関していた変数は状況的関連性であった。自分も同

じ場面に遭遇する可能性が高いと判断する評定者ほど加害者の責任を小さく評価す

ることが分かる。しかし，個人的関連性は関係しなかった。 
 一方，Aの落ち度の有無に関する判断では，有意に相関した変数はなかった（表

１）。 
 次に，状況的関連性が高く個人的関連性が高い場合に責任帰属が弱まるという仮

説を検討するために，高状況的関連性群の被験者をさらに個人的関連性の高い被験

者(N＝６)と低い被験者(N＝５)に分け，責任帰属と落ち度の評価を比較した。しか

し責任帰属の比率，落ち度評価のいずれも差は認められなかった。 
 
討論 

 

 本研究では傷害致死という重大な事件を起こした加害者の責任を第三者が判断す

る際に，その判断に影響する要因を，大学生を用いて検討した。検討した要因は状

況的関連性と個人的関連性であった。 
いくつか対立する仮説が従来の研究からたてられた。すなわち，状況的関連性が

高くなると，自分（評定者）はそのような場面では異なる反応をすると考え責任を

加害者に帰する傾向が強くなると予想された(Shaver, 1970)。逆に，状況的関連性

が高い場合には将来自分が同じ状況に立つ可能性が高くなるため，加害者への非難
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を小さくしたいという心理が働き，加害者への責任帰属は小さくなるとも予測でき

た(Chaikin and Darley, 1973)。結果は，後者が生じることを示した。したがって，

Chaikin and Darley(1973)が述べたように，評定者が当事者と同じ立場に立つ可能

性が高い場合には危険回避(harm avoidance)よりも，後に自分にも向けられる非難

を小さくする，非難回避(Blame avoidance)の心理が有意に働くといえよう。 
一方，個人的関連性については，自分も同じミスを犯す可能性が高いと考えられ

るために加害者の責任を小さく評価するという仮説を立てることができる

(Wokman and Freeburg, 1999)。しかし，結果は，個人的関連性は責任帰属と無関

係であった。関連して，本研究では男子学生と女子学生の比較も行った。個人的関

連性としては加害者と同じ性である男子学生の方で個人的関連性が高いとなる

(Chaikin and Darley, 1973)。しかし，性差で検討した場合も責任帰属に差は認め

られなかった。この結果からも，本研究に関する限り，個人的関連性の影響は認め

られないといえよう。 
さらに，Shaver(1970; 1985)の解釈からは，非難回避による責任免除は状況的関

連性が高く，個人的関連性も高い場合に顕著になるという予測も考えられた。しか

し，高状況的関連性の男子被験者を個人的関連性の高低で分け，責任帰属を比較し

たが，明確な差は認められなかった。その意味では，本研究結果は状況的関連性の

影響の強さを窺わせるものといえるかもしれない。ただし，この仮説については，

被験者数が少なかったこと，状況的関連性が全般的にあまり高くなかったことを考

えると，さらに検討する余地が残されている。 
 次に，本研究では責任概念に関連して「落ち度」についても第三者の評価を尋ね，

それに影響する要因を検討した。まず，責任帰属と落ち度の有無の評価の関係をみ

ると，両者は一見すると密接に関係しているようにも思われる。実際，Shaver(1985)
のように，落ち度(negligence)の有無に「行為の意図性・自発性」が加わると責任

となるとあるように，段階的にとらえる意見もある。しかし，今回，両者には密接

な相関関係は認められなかった。これは性犯罪被害者への責任帰属を問題とした小

俣(2008)や白岩と宮本(2009)の解釈と対応する。しかも，本研究結果では，状況的

関連性も個人的関連性も落ち度の有無の評価には関係せず，責任帰属との違いが認

められた。したがって，責任と落ち度，過失は別の要因に規定される可能性がある。

同様に，責任と非難も概念的に区別する必要性が指摘されており(Harvey and Rule, 
1978; Critchlow, 1985)，これらの概念の整理の必要性を本結果は示唆しているのか

もしれない。 
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 後に，状況的関連性と個人的関連性の関係について一言触れておく。今回の調

査では両者に有意な相関は認められなかったものの，正の相関傾向が窺えた。状況

的関連性が「当事者と同じ場面に出会う可能性」とするならば，当事者と似ている，

すなわち個人的関連性が高い評定者は，行動傾向が類似し，生活態度も類似してく

るために，状況的関連性が高くなるという結果は十分予測できる。その意味では両

者の関係を今後も検討する必要があるかもしれない。 
 以上，本研究は犯罪加害者への責任帰属に影響を及ぼす要因を，日本人の大学生

を対象として検討した。その結果，評定者の責任判断が，単に論理的な思考や合理

的な理由からのみ行われるのではなく，評定者の防衛的態度の影響を受けて行われ

る可能性を示した。裁判員制度は判例や量刑基準などさまざまな条件を勘案して行

われることはいうまでもないが，それを行うのが「法的責任判断の素人」であるこ

とを考えると，こうした一般人の判断過程のメカニズムに対する理解の必要性は大

きく，今後さらに検討する必要があることを本研究は示すものといえよう。 
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